
第6.生活相談･家庭･身上相談

センターには､地区労働者から就労と生活にかかわる様々を相談が持ち込

まれてくる｡気軽は相談に応じているのでよろず相談所の観があり､相談内

容は職員が知ってV,ることを教えるだけですむ場合も多V,が､関係機関に間

V.合せて適切な助言をらたえたり､専門の関係機関や行政の窓口-相談に行

くようすずめたり､紹介する境合も多い｡又､水人が行をうべき藷手続きを

代行したり代書することもがをり参る｡相談内容により問題が1日で解決で

きない壕合には､相談処理記録を作唆した相談件数は別表のとおりでらるe

相談に来る労働者の主訴例を凄げろと

1)一般生活相談

o体調が悪く､仕事に行けをかった｡食費､宿泊費がない｡

･労災事故､賃金未払､暴力事故などの相談に来たが解決せず､今日の生

活費に困っている｡

o雇用保険の認定･給付の時間に遅れ､生活費がない｡

oシノギヤにやられ､身ぐるみはがれた｡等

2)家庭身上相談

o病院で就労不能と診断されたが､自己退院､強制退院の前歴がらり､民

生の窓口で受けつけてくれない｡なんとかしてほしい｡

｡差額ベット代が互い｡妻の出産費用が左の｡

o日雇健保の傷病手当を申請中だが､支給日までの生活費がをい｡

｡入院するよう言われたが､日用品､タバコ銭もない｡

｡家族と連絡をとりたいので､電話を貸してほしい｡

o官公庁から戸籍抄本､住民票の提出を求められているが取り寄8-てほし

t^.戸籍が抹消されているがどうしたらよいか｡

o友人が死んだが身内を課してやってほしい｡

o交通事故にあったが生活費が凄い｡給与証明がない｡引逃げされなo等

8)その他
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o日雇雇用保険･日雇健康保険の印紙を事業所がはってくれない｡

｡身障者手帳の交付､再交付の有技能の免許証の再交付｡各種年金や軍人

恩給などの手続きがわから左い｡一　等

5 3年度の相談の特徴としては､日雇雇用保険､日雇健康保険の手続き

にかかわり.住民票､戸籍抄本が必要となり.その取り寄せ及び住民登録

のための転出証明の取り寄せが多くあった｡

分 月類 別 佇��健 保 �2�住 氏 百一 珍 衣 佰��暈�そ ㊨ 佗 �/��

労 剌ﾇ 剋� 敬 

58年4月 �2�2 ��4 ��2 免ﾂ�

5月 �"�2 �� ��2 澱�

6月 �"�5 釘�7 �"� �#��

7月 �"�8 �"�5 ��3 ��R�

8月 白�3 白�4 �"�4 ��R�

9月 ��� �2�2 ��1 途�

Io月 ���3 �"�8 ��2 ��b�

11月 �2�1 �"�6 ��4 ��b�

la月 唐�4 ���3 ���4 ��b�

54年1月 迭�2 ���10 ��4 �#"�

2月 �2� ��ll ���4 ����

3月 ��1 白�4 �"�2 ����

年度一計 �#b�26 ��r�64 唐�32 ��s2�

分類の内訳 ��做�┐簫ﾖ佻冽�]ｸﾊ��8鑠H��┼�ﾈﾙ�����

2)健保.-.-健康保険(印紙､傷手申請) 

3)医療-.-.i病気のための話相談､健保事務を除く 

4)住民票.抄本...iii転出､異動託明書､戸籍の附票を含む 

5)その他i-ii-以上に該当しないもの 



1.短期宿泊紹介

短期宿泊詔介は､労働災害や､賃金不払い､その他の要因による不就労の

ため､その日の宿に困窮した労働者を対象に､一泊二食を原則として､社会福

福祉法人大阪白蓮館に宿泊依頼をしている｡

今年度の利用者数は表に示す通り各数字とも昨年に比し､減少しているが､

これは限られた予算内の執行である､という事と併せて､真に困窮した人に

利用してもらうために､従来､佐々にみられた営連利用者等に対し啓発を行

在った結果である｡

しかし､相談受付数が示してV.る通り､防災､衛生､設備(テレビ･風呂)

の充実した白亜館-の需要度は高く､当業務の予算的見直しや､安全､安価

左宿泊施設の設立が望まれるところである｡

言古-止型:竺 ��)}駮��B�紹介人数 �2�宿泊回数 �*����昼食 冰ｹ���合計 

昭和53年4月 ���R�42 鼎��42 鼎"�6 鼎"�90 

5月 ��#"�50 鼎��50 鉄��2 鉄��102 

6月 ��CR�59 鉄��59 鉄��4 鉄��122 

7月 �����48 鼎B�48 鼎��7 鼎��103 

8月 ���"�38 �3B�37 ��ｳ3r�6 亦�3r�80 

9月 塔��31 �3��35 �3R�9 �3R�79 

le月 薄ﾆ��40 �3r�40 鼎��6 鼎��86 

11月 涛��41 鼎��42 鼎"�2 鼎"�86 

12月 ���R�46 鼎B�46 鼎b�4 鼎R�95 

昭利54年1月 ���r�40 �3r�37 �3r�2 �3r�76 

2月 薄ﾆ��43 �3��39 �3��i �3��79 

3月 ���"�37 �3R�85 �3R�0 �3R�70 

年度合計 ��ﾃ3�R�515 鼎ヲ�510 鉄���49 鉄���1.068 

前年度合計 ��815 都���805 塔�2�85 塔�B�1.692 

対比 ��-300 蔦#湯�-295 蔦#�2�-86 蔦#迭�-624 
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2.病床見舞金品の給付

この地区の労働者のうち､負傷･疾病等により､一ケ月以上の入院加藤を

要し､原則として､他の社会保障制度の適用を受けろことがなく､援助を要

する者につV.では､一名あたり二千円を限度とする金品を支給する制度が参

るo

この制度の五十三年度にあける支給状況は､下表のとおりで､昨年と比較

すると､見舞金では減少しているが､物品で増加している｡

この傾向は､限られた金額を支給して事足れりとするよりも､適宜に物品

で支給することの必要性を重要視した結果てらって､支給物品の品種につい

ても担当者間で選択し､巾広い運用を期しているものである｡

見舞金 侈兀�Z磯��

昭和53年4月 ���3 

5月 ���10 

6月 �"�4 

7月 ���2 

8月 ���5 

9月 �"�6 

Io月 ���2 

11月 �2�4 

12月 ���3 

昭和54年1月 ���1 

2月 ���1 

i3月 ���1 

合言十 ����42 

前年度計 �#��27 

対比 椿ﾆﾂ�+15 



3.たずね人相談

たずね人の相談は(衰I )が示す通り大部分が家族･肉親からの音信の不

通を訴えるものである.

また､その出身県については､西日水を中心としてはVlるものゝ､全国に

亘ってV,ることは(表Ⅱ )を見れば明らかである○

本年度の当業務の中で特筆される事は､何と去っても解決件数が四割を超

えたことであろう｡ (麦田)

これは､ポスターの掲示や早朝の寄り場でのマイク放送等の呼びかけが定

荒化し､労働者もそれに関心を寄せていろ為であろうと思われる｡中には友

人の名を放送で聞き､わざわざ本人をセンター窓口に連れてくる事もあって､

労働者間の交友関係の一端をかいま見る事がある｡

表　I

53鍛 ����7井仆2�翰年度対比 ���驗ｹ�餒B�

家族.鴎親 田以��71件 都�綯R�78¢ 

友人.知人 嶋ﾈ��8件 唐紿���8¢ 

事業主そ切出 ��以��12件 �#���R�14¢ 

58年慶件数 鉄);ｩ5��53鍋婁対比 鉄(ｵﾘﾙ��

解決 鼎��31 鼎%����34.1% 

中断 鉄B�60 鉄r綺?｢�659¢ 

合計 涛B�91 �� 

第7.医療相談の事業

観訂表による資料のうち､外傷手当とは､医師の手に委ねろほどの必要が

互い､と思われる軽度の外傷に対して通常家庭内で行われる程度の措置を､

当センターで施していろものである｡また､家庭薬の供与･も同じく胃腸に

不振を訴える者に家庭薬を技与しているものである｡

しかし､毎日の生活を日々の労働収入に依存している労働者が大多数をし

めるこの地域の中では､長期の療養を要すると思われる疾病についてもセン
` ●　タ_の手当､投薬で済諾うとする事態が応々に見られ､その様梯働者に

は適切を医療機関に通院する様に奨めているが､健康保険等を所持しない労
●

働者には隣援する大阪社会医寮センター-の診療依頼券を発行し､医師の冶

嶺が受けられる様にしている｡この診猿依頼券の発行数は､ 6,64 7件と､

前年度比で1 9件の増加にとど曇り､日雇健康保険の定着化の一端が見られ

るが､一方で参考資料として掲載している大阪社会医猿センターの資料に依

れば､診漬依頼券による診療受診者教は､当センター以外の機関からの依頼

者を含めでも累訂で16,985件となっており､受診した労働者の大多数の者

が教度の治療を受けたのみで再就労していると推測され､日々の生活に追わ

れる｡という実態が-完治をぬうちに就労し再発を抱くという悪循環を作り

出し､当地区に於げろ疾病の特徴の一つで参ると思われる0

これ以外に､深酒や暴力行為による疾病の相談も後をたたず､緊急を要す

る｡と思われる者に強いては､急救車による措置を依頼している状態である｡

~一一一一一､__ 傴ｩ��C僖�7��昭和50年度 傴ｩ��S�D�7��昭和52年度 傴ｩ��S吋�7��

依頼_ ��ゅC湯�18,547 ��bﾃc3��16,605 ��bﾃ塔R�

日雇健保 免ﾂﾃ�#��25,580 塔�ﾃ�s��21,197 ��づ�3"�

労災保険 ��2ﾃ鉄��ll,719 免ﾂﾃs���14,871 ��Bﾃ��2�

各種保険等 湯纉�b�9,524 唐ﾃCc��10.025 ���ﾃ3途�

生活保護 澱繝#��7,759 途繝S��8,445 唐ﾃ�3��

合主計 田�紊cR�78I129 都B�#CB�71.143 田偵#Sb�

上表は大阪社会医療センター提供
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- 丶�ﾘ詹9b�劔劍彿.ｹo"�

早穀股小一訂 劔劔早朝 剪ﾒ�

53年度52年度53年度52年度53年婁52年度 劔劔53年珪 �52年度 鉄9D�7��

4月 �� ��劔湯ﾃss2�湯ﾃ�#��406 

S 劔����

42 �3��191 �101283140 

8音 �5555555555558･�ﾋ�����������ﾘ������58��5552�劔剴��ﾃ#S��啖���ﾂr�

5月 �3b�43 �#C2����C#s���147 

6月 鼎c3���#S3#��#涛#3��劔湯ﾃSsr�湯纉sb�537台 

7月 塔B�60 �#田##�33�#���劔���ﾃS�"����緜sr�639 

8月 鉄b�31 �#鼎�迭��350226 剴��ﾃS�2����ﾃS���711 

9月 田R�41258146 劔323 �187 ���ﾃ3�2����經モ�727 

loヵ 塔"�39230118 劔262 �157 湯繝モ�免ﾂﾃcs��717 

11月 鼎2�24 �249120 �292 �144 涛ｳ#CR�涛#sCsC��

12月 鼎��22 �256164 剴#澱�186 唐ﾃツ��唐ﾃ��3sCr�

1月 �#��15 �200183 剴##��198 澱ﾃャ��鉄CsR�Co 

2月 鼎b�41 �224 ��湯��#s��240 唐ﾃ�32�田3#B�都ィ��ｲ�

3月 鼎��48 �171 ���2��#�"�241 �����湯�湯ﾃs���田�b�

計 鉄�"�434 �2,865 ��ﾃ鼎2��2�3cr�2,377 ��113612 ���2�����唐ﾃ�3��

対比 諜c�� �+922 ��諜涛�� ��+439 ��諜�紊S��

※　家庭薬供与とは胃腸に不振を訴える者-家庭薬を与えているもの｡
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供与※ 劍�9|8��樞�亶霍ﾘ鍈�7�6x4ｨ�ｲ�俘xﾇb�

般 傅ﾈﾇb�

53毎夏52年度 �53年度52毎匿 �53年匿52年度 主2年度 鉄9D�7��52年度 

665 �����s��10,494 鉄3B�495 ���0 ���ﾃ鼎r�ll,129 

549 ���ﾃ����10.869 鉄���566 釘�1 免ﾂﾃs�R�ll,588 

761 ���ﾃ��B�10.737 田���637 迭�2 免ﾂﾃ�3r�ll,607 

586 免ﾂﾃ�S��I-1,263 田S��593 釘�8 ��"ﾃ�C2�12,144 

i I460 免ﾂﾃ#釘�ll.040 鉄S"�631 �2�2 ��"ﾃ�湯�ll,899 

462 免ﾂﾃ�3��ll.045 鉄#B�549 ���5 免ﾂﾃピr�ll,786 

508 ���緜�R�12,186 鉄c��551 ���4 免ﾂﾃC3r�12,898 

517 湯ﾃ涛B�9,791 鉄#"�495 �"�1 ���繝���10.431 

722 湯ﾄ綿.��8,835 鉄S��562 迭�0 湯ﾃ都B�9,583 

534 途ﾃs�2�6,009 鉄S2�536 釘�0 唐ﾃS���6,743 

482 唐ﾃ��r�7,806 鼎s��475 ���1 湯ﾃccb�8,022 

442 ���ﾃs�R�10,232 鉄c��576 �2�5 免ﾂ紊���ll.054 

6,688 ��#�ﾃsS��119,807 澱ﾃcCr�6,666 �3"�29 ��3�ﾃs澱�128,879 

+1,943 ��+19 ��+3 ��+2.917 ��
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第8.日雇健保取次ぎの事業

をいりん地区の労固着の利便のために､昭和3 9年9月より日雇健康取次

ぎ業務を行ってきた｡

昭和53年6月からは､社会保険を始めとする関係機関の職員により､ 4

階窓口にて業務を行っていろ｡

従来､センターから就労する日雇労働者は､この日雇健保の必要陸を痛感

し左がらも､殆んどの労働者が加入してい友かった｡

その理由としては､就労先の非-定性､宿泊所の不定､加入手続上の問題

事業所の保険手続と印紙貼付の消極性等によるもので参った｡

センターは､ ｢日雇労働者の福祉の向上｣と言う主旨からも､社会保障の

一環としての健康保険を理解認識させるために啓発を行い､労働者の自立精

神の高揚を図ってきた｡

結果､保険当局の協力を得て､この地区から就労する日雇労働者の健康保

険の加入手続の取り付ぎをテスト期間を含め39年9月から実施してきた｡

当初は､手帳交付申請時の住民票の問題や､事業所の健保適用基準の事柄

等があったが､これらについては､玉出社会保険の理解と協力を得たり､あ

るいは､事業所への再三にわたる啓蒙や指導を行ってきた｡

4 4年頭蓋では､これらの制度の定着期に登った等の理由で手帳の新規交

付教は減少している｡

センターとしては､労働者が全員手帳を保持し､自らの健康のためにこの

制度を自覚するようP･Rにつとめた結果､ 45年に至り､手帳交付､受給

質権若菜の取得者数が増加してきた｡

50年には､制度の改正Veよる給付額のアップ､期間の延長等により､被

保険者の権利意識が高まり､以降年々増加の傾向を見せてきた｡

5 3年度の取抜状況は別表①のとおりである.手帳交付教､資格者票数は

減少しているが､受給資格確認の取得は､別表②に示すとおり､ 4 5年以降

年々急増しており､これは日雇健保取得者にとって､その必要性が年々強ま
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53年度の有効手帳数は､約1 5,000と推定され､受給資格は､毎月約

4.000人(昨年は約3,BOO人)が取得し､活用している.

療養のために休養に入った日の4日目以降支給される傷病手当の申請およ

び給付の取付き件数は､ 5 1年7月をピークに激減している｡

51年7月の申請総数は5.368件､給付総数は5.354件である｡

53年7月の申請総数は513件で､給付総数は585件である.同じく

総交付金額も51年9月には､ 2億3.878万円を最高として以降減少して

L^る｡ 58年9月の総交付金額は2,804万円である｡年間支給額は､ 53

年度は51年度の約1 8%になっている｡ 53年度総交付金額は3億1,177

万円で､ 51年度総交付金額は28億7.336万円である｡

この傷病手当については､ 1昨年､全国の予算枠の40%をこのあいりん

地区で支給していた現状について(朝日新聞51年5月28日付)社会保険

局からも指導の通達がたされ､あわせて生活難の労働者には､給付を強制せ

ず､健康保険の適用を認めるとV.う｢特例措置｣の検討が注された｡

そのなかで最大の課題は､印紙の貼付であり､このことについては､保険

料の納付義務者である事業主-の徹底､社会保険事務所の指導､および監督､

加えて､日雇労働者自身の理解が重要であり､当センターも､事業主や労働

者に対して啓蒙を強めていく必要がある｡

又､大阪社会医寮センターの外来患者の分類(別衷o)にもみられるよう

に日雇健保の利用者は最も多く就労が短期で断続的､しかも就労先が転々と

する日雇という厳しい労働条件にある労働者にとって､この日雇健保は不可

決のものであり､労働者や事業主は勿論､社会的にも､労働者が社会保険を

等しく享受できるよう今後も理解と配慮が必要でらる｡
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較保険者手帳 劔劔受給 

新規 剄X新 剄ﾄ交付 剌ｬ;計 剞V規更新 

月年度 鉄8�T��52毎夏 鉄�D馮"�5獲 兔r�駒妻 店���5密事三度 俯)┫�52年度 偃9D�7��52年度/ 

4月 �#S��295 都ビ�622 �#C2�247 ��ﾃ#3��I,164 塔��241 田sR�615 

5月 �#c"�269 塔迭�sol �3�"�308 ��ﾃCS��1,378 塔��2塊 都3��告● 

6月 �#���237 田S��711 �#S��301 ��ﾃ�#r�1,249 ���2�211 鉄湯�651 

7月 ��S��188 田3��620 �#3��276 ��ﾃ����1,0組 �����175 田�b�541 

8月 ��S��176 田�"�712 �##b�285 ��ﾃ�sr�1,173 涛b�163 田���611 

9月 ��cR�232 田C��650 �#���234 ��ﾃ��b�1.116 涛b�143 �'���560 

m月 ��c2�232 都#��792 �#CB�255 ��ﾃ��r�1,279 塔b�136 鉄���511 

11月 ��Sr�280 都sb�752 �#3B�270 ����sr�1,302 都b�118 鉄澱�553 

12月 ��C��162 都���668 �#�b�251 ��ﾃ�C��1,081 塔2�188 田�b�申● 

1月 ��C��183 塔SB�946 �#s"�270 ��ﾃ#sB�1,399 塔��100 塔3R�898 

2月 ���2�147 鉄S��626 �#�R�204 涛#2�977 鉄��67 鼎Cr�408 

3月 �#�R�232 ��迭�657 �#3��228 ��ﾃ�ヲ�1,112 涛2�83 鉄c"�536 

合訂 �#�sb�2,633 唐ﾃS���8.557 �"ﾃピ��3,124 ��2ﾃSSb�14β14 ��ﾃ�CB�1.829 砺塔S"�7,197 

対比 蔦CSr� 蔦C�� 蔦#S�� 蔦sS�� 蔦sコ� 諜�SR� 

資格者票 劔凾ｻの他の申請 被扶養者届 氏名変更 剋相i薩忍+受給 資格若葉+傷病 手当申請分 受給資格者票 の返戻 剋謌ｵ件数合言十 

再交付′ト計 劔資格確忍 

53年婁 鉄)D�7��53年垂 鉄)D�7��53銅婁 鉄)D�7��53年度 鉄)D�7��53年度 鉄);ｨ廝�53毎夏 鉄)D�7��

198 �#32�9馳 ��ﾃ�ヲ�3,676 �2ﾃSsB�24 �#"�4,680 迭ﾃ3c"�10,564 免ﾂﾃ#���

241 �3���I,069 ��ﾃ#ィ�4,282 釘ﾃ��2�25 �#2�5.408 迭ﾃ塔��12,243 ��"ﾃscb�

196 �#���908 ��ﾃ�S"�4.012 唐ﾃャB�24 �#r�4,966 迭ﾃc3��ll,037 免ﾂﾉ=ﾓ"�

191 �#3B�897 涛S��8,927 �2ﾃS���15 �#2�4,876 迭ﾃ�迭�10,734 ���ﾃs3"�

219 �#cb�933 ��ﾃ�C��4,他9 釘ﾃ�#"�13 �#"�5,024 迭ﾃc3��ll,096 免ﾂﾃャr�

178 �#3B�814 涛3r�3,836 �2ﾃsCb�ll �#"�4,695 迭��3��10,372 ���ﾃ鉄"�

193 ��c��798 塔�b�3,959 �2ﾃsC��5 �#��4,808 釘ﾃ塔r�10,687 ���ﾃゴ��

184 ��s2�856 儉sB�4,126 �2ﾃ鼎R�2 ����5.022 迭ﾃ�湯�ll,188 免ﾂﾃ#���

169 ��s��868 涛�r�4,022 �2ﾃcsr�3 ����4,927 釘ﾃイ��10,868 ���ﾈ�#��

224 �#CR�1,140 ��ﾃ#C2�4.107 釘ﾃ�sR�1 �#B�5282 迭ﾃS���ll,504 ��"ﾃ#S"�

178 ��cB�675 田3��4.1馳 唐ﾃcヲ�3 湯�4,866 釘ﾃC#��10,621 湯縱3B�

184 ��c��銘9 都ビ�3,782 唐ﾃ#s��10 ����4,663 釘ﾃ�#��10.383 湯ﾃ3#R�

2,355 �"ﾃcs"�10.751 免ﾂﾃc唐�47.932 鼎S3�"�186 �#C��59.217 田�ﾃャ��131,592 ���2ﾃC�"�
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日珪健康保険駁つき状況(昭和3 9年度一昭和53年度)
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第9. ｢センターだより｣の発行

センターでは､昭和53年1月から地区の労働者の生活に役立て､併せて

センター業務の円滑を運営に資するため､ ｢センターだより｣を発行してい

る｡

績面に登載する内容としては､センター業務の紹介､告知事項､労働者と

して知っておきたい知識等であるが､労働者の投稿も歓迎して登載している｡

創刊号は昭和53年1月20日に発刊､以降毎月1回発行しており､昭和

54年4月までに15号の発行となる｡

部数は､毎回約2,000部とし､センターを利用する労働者をはじめ､各

閣僚機関に配付している｡

これに対する反応は､様々と聞いているが､毎月の発行が楽しみだと言う

声も少なからずらり､大-ん磨しく思っている｡
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暴行一所 
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●一章
_･J

(非売) 

発行所大阪市西成区萩之茶屋1丁目8番44号 

財団法人西成労働福祉センター 

電話641-0131(代) 

-78-


